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(1) 業績の状況 

当第３四半期連結会計期間における日本、海外を合わせた自動車の連結販売台数は、206万５千台

と、前年同四半期連結会計期間に比べて22万７千台 (12.4％) の増加となりました。日本での販売台

数については、58万３千台と、前年同四半期連結会計期間に比べて11万８千台 (25.4％) の増加とな

りました。一方、海外においても、148万２千台と、前年同四半期連結会計期間に比べて10万９千台 

(7.9％) の増加となりました。 

当第３四半期連結会計期間の業績については、売上高は５兆2,929億円と、前年同四半期連結会計

期間に比べて4,901億円 (10.2％) の増収となり、営業利益は1,891億円と、前年同四半期連結会計期

間に比べて5,497億円の増益となりました。営業利益の増減要因については、増益要因として、台

数・構成等の影響が2,100億円、原価改善の努力が1,500億円、固定費の削減が800億円、その他の要

因が1,197億円ありました。一方、減益要因として、為替変動の影響が100億円ありました。また、税

金等調整前四半期純利益は2,249億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて5,070億円の増益、当社

株主に帰属する四半期純利益は1,532億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて3,179億円の増益と

なりました。 

  

(注) 「当社株主に帰属する四半期純利益」は、前連結会計年度における「四半期純利益」と同じ内

容です。 

  

    事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①自動車事業 

売上高は４兆8,611億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて5,500億円 (12.8％) の増収とな

り、営業利益は1,245億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて3,572億円の増益となりました。

営業利益の増益は、生産および販売台数の増加、原価改善の努力ならびに固定費の削減などによる

ものです。 

  

②金融事業 

売上高は3,072億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて394億円 (11.4％) の減収となりまし

たが、営業利益は806億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて2,045億円の増益となりました。

営業利益の増益は、販売金融子会社において、金利スワップ取引などの時価評価による評価益が計

上されたこと、貸倒関連費用および残価損失関連費用が減少したことなどによるものです。 

  

③その他の事業 

売上高は2,262億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて681億円 (23.1％) の減収となり、営

業利益は前年同四半期連結会計期間に比べて144億円減少し、144億円の損失となりました。 

  

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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    所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。 

①日本 

売上高は３兆938億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて797億円 (2.6％) の増収となり、

営業利益は339億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて1,981億円の増益となりました。営業利

益の増益は、原価改善の努力、生産および販売台数の増加ならびに固定費の削減などによるもので

す。 

  

②北米 

売上高は１兆6,227億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて2,837億円 (21.2％) の増収とな

り、営業利益は797億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて3,271億円の増益となりました。営

業利益の増益は、生産および販売台数の増加、販売金融子会社において、金利スワップ取引などの

時価評価による評価益が計上されたことならびに貸倒関連費用および残価損失関連費用が減少した

ことなどによるものです。 

  

③欧州 

売上高は5,610億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて995億円 (15.1％) の減収となりまし

たが、営業損失は213億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて221億円損失が縮小しました。 

  

④アジア 

売上高は7,625億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて786億円 (11.5％) の増収となり、営

業利益は671億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて266億円 (65.9％) の増益となりました。

営業利益の増益は、生産および販売台数が増加したことなどによるものです。 

  

⑤その他の地域 (中南米、オセアニア、アフリカ) 

売上高は4,940億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて1,125億円 (29.5％) の増収となり、

営業利益は394億円と、前年同四半期連結会計期間に比べて59億円 (17.3％) の増益となりまし

た。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間のキャッシュ・フローの状況については、営業活動からのキャッシュ・

フローは、4,834億円の資金の増加となり、前年同四半期連結会計期間が3,865億円の減少であったこ

とに比べて、8,699億円の増加となりました。また、投資活動からのキャッシュ・フローは、１兆

4,422億円の資金の減少となり、前年同四半期連結会計期間が152億円の増加であったことに比べて、

１兆4,574億円の減少となりました。財務活動からのキャッシュ・フローは、4,142億円の資金の増加

となり、前年同四半期連結会計期間が4,267億円の増加であったことに比べて、125億円の減少となり

ました。これらの増減に加え、為替換算差額を合わせますと、当第３四半期連結会計期間末における

現金及び現金同等物の残高は、２兆1,355億円と、前四半期連結会計期間末に比べて5,170億円

(19.5％) 減少しました。 
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更お

よび新たに生じた課題はありません。 

  

(4) 研究開発活動 

当第３四半期連結会計期間における研究開発費は、1,896億円です。 
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トヨタは、金利および為替の変動によるリスクを管理するために、先物為替予約取引、通貨オプショ

ン取引、金利スワップ取引、金利通貨スワップ取引および金利オプション取引等のデリバティブ金融商

品を利用しています。トヨタはデリバティブ金融商品を投機もしくは売買目的で使用していません。 

  

(1) 公正価値ヘッジ 

トヨタは、主に固定金利借入債務を変動金利借入債務に変換するために金利スワップ取引および金

利通貨スワップ取引を利用しています。トヨタは、金利の変動によるリスクを管理するために金利ス

ワップ取引を利用しています。金利スワップ取引は、特定の借入取引とひも付きで、もしくは包括的

に実行されます。トヨタは、外貨建債務の元本および利息の支払における為替変動リスクをヘッジす

るために、金利通貨スワップ取引を利用しています。外貨建債務は、外貨建元本および利息を、あら

かじめ合意された為替レートおよび金利でそれぞれの機能通貨建債務に変換する金利通貨スワップ取

引を同時に実行することによりヘッジされています。 

  

平成21年12月31日に終了した９ヶ月間および３ヶ月間における公正価値ヘッジの非有効部分に関連

する損益に金額的重要性はありません。公正価値ヘッジに関しては、デリバティブ評価損益のすべて

の構成要素をヘッジの有効性の評価に含めています。 

  

(2) ヘッジ指定されていないデリバティブ金融商品 

トヨタは、為替および金利の変動によるリスクを管理するために、先物為替予約取引、通貨オプシ

ョン取引、金利スワップ取引、金利通貨スワップ取引および金利オプション取引等を経済的な企業行

動の観点から利用していますが、ヘッジ会計を適用することができない、もしくは適用することを選

択しなかったものがあります。 

  

４  デリバティブ金融商品
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(3) デリバティブ金融商品の公正価値および損益 

平成21年12月31日および平成21年３月31日現在におけるデリバティブ金融商品の公正価値は次のと

おりです。 

  

   
平成21年12月31日および平成21年３月31日現在におけるデリバティブ金融商品の想定元本は次のと

おりです。 

  

 
  

 
  

  金額：百万円

  平成21年12月31日現在  平成21年３月31日現在
ヘッジ指定されている 
デリバティブ金融商品：  

  

  金利通貨スワップ    

  流動資産－前払費用及びその他 87,391  35,882
  投資及びその他の資産－その他 111,623  83,014

合計  199,014  118,896
   
  流動負債－その他 △   8,988  △  47,022
  固定負債－その他 △   9,911  △  79,634

合計  △  18,899  △ 126,656
    
ヘッジ指定されていない 
デリバティブ金融商品：    
金利通貨スワップ   

  流動資産－前払費用及びその他 79,213  58,454
  投資及びその他の資産－その他 220,403  177,487

合計  299,616  235,941
   
  流動負債－その他 △  56,277  △  61,593
  固定負債－その他 △ 163,941  △ 236,877

合計  △ 220,218   △ 298,470
   
先物為替予約・オプション   
  流動資産－前払費用及びその他 6,524  32,443
  投資及びその他の資産－その他 249  250

合計  6,773  32,693
   
  流動負債－その他 △  12,633  △  25,675
  固定負債－その他 △     198  ―

合計  △  12,831  △  25,675
    

 金額：百万円 

 平成21年12月31日現在 

 
ヘッジ指定されている 
デリバティブ金融商品 

ヘッジ指定されていない 
デリバティブ金融商品 

金利通貨スワップ 1,460,602 12,044,405
先物為替予約・オプション ― 1,395,135

 1,460,602 13,439,540

 金額：百万円 

 平成21年３月31日現在 

 
ヘッジ指定されている 
デリバティブ金融商品 

ヘッジ指定されていない 
デリバティブ金融商品 

金利通貨スワップ 1,907,927 12,472,179
先物為替予約・オプション ― 1,562,876

 1,907,927 14,035,055
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前へ   次へ 

平成21年12月31日に終了した９ヶ月間および３ヶ月間におけるデリバティブ金融商品およびヘッジ

対象の四半期連結損益計算書への影響は次のとおりです。 

  

 
  

 
  

(4) 信用リスクに関する偶発条項 

トヨタは金融機関との間で国際スワップ・デリバティブズ協会に基づく基本契約を締結していま

す。この契約には、格付けが特定の水準を下回った場合に、取引相手より契約の清算あるいは資産の

提供が求められる偶発条項が含まれています。 

平成21年12月31日現在において、偶発条項を有し、純額で負債となっているデリバティブ金融商品

の公正価値は33,709百万円であり、取引相手に提供している資産の公正価値は461百万円です。ま

た、平成21年12月31日現在において、仮に偶発条項に定められた条件に合致した場合、契約の清算あ

るいは提供に必要な資産の公正価値は最大で33,709百万円です。 

 金額：百万円

 
平成21年12月31日に 
終了した９ヶ月間 

 
デリバティブ
金融商品 

ヘッジ対象 

公正価値ヘッジ指定されている 
デリバティブ金融商品： 

金利通貨スワップ 

  金融費用(△) 179,192 △ 177,379 

  支払利息(△) △     107 107 

   
ヘッジ指定されていない 
デリバティブ金融商品：   

金利通貨スワップ   

  金融費用(△) 113,332  

  為替差益・差損(△)＜純額＞ △   3,472  

   

先物為替予約・オプション   

  金融費用(△) △  15,584  

  為替差益・差損(△)＜純額＞ 42,373  

 金額：百万円

 
平成21年12月31日に 
終了した３ヶ月間 

 
デリバティブ
金融商品 

ヘッジ対象 

公正価値ヘッジ指定されている 
デリバティブ金融商品： 

金利通貨スワップ 

  金融費用(△) △  39,908 41,711 

  支払利息(△) 4 △       4 

   
ヘッジ指定されていない 
デリバティブ金融商品：   

金利通貨スワップ   

  金融費用(△) △  41,097  

  為替差益・差損(△)＜純額＞ 1,394  

   

先物為替予約・オプション   

  金融費用(△) 1,504  

  為替差益・差損(△)＜純額＞ △   3,842  
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トヨタは、トヨタの製品販売にあたり、販売店と顧客が締結した割賦契約について、販売店の要請に

応じ顧客の割賦債務の支払いに関し保証を行っています。顧客が必要な支払を行わない場合には、トヨ

タに保証債務を履行する責任が発生します。 

将来の潜在的保証支払額は、平成21年12月31日現在、最大で1,591,615百万円です。トヨタは、保証

債務の履行による損失の発生に備え未払費用を計上しており、平成21年12月31日現在の残高は、6,250

百万円です。保証債務を履行した場合、トヨタは、保証の対象となった主たる債務を負っている顧客か

ら保証支払額を回収する権利を有します。 

  

トヨタは、米国で新車購入者を代表する全国的な集団訴訟の被告として他の自動車メーカーや米国・

カナダのディーラー協会などとともに指名されました。 

  この訴えで原告は、カナダの市場向けに製造された車両の米国民への販売を被告らが結託して妨害し

たのは、シャーマン反トラスト法に違反するとして、当該違反行為の差し止めおよび独占禁止法に基づ

く３倍の損害賠償を求めています。なお、具体的な損害賠償金額は提示されていません。トヨタでは、

問題ある行為はなかったと考えてはいますが、早期解決を勘案し原告側と和解契約を締結しました。現

在、原告およびトヨタは、和解契約について裁判所の承認を待っており、同承認が下り次第、原告側が

訴訟を取り下げ、全ての訴訟が終了する予定です。 

  

トヨタは、平成21年11月に、北米において特定車種 (８モデル) のフロアマットに関し改善措置を実

施することを決定しました。また、平成22年１月以降、北米や欧州等においてアクセルペダルの不具合

に関連した特定車種の改善措置を実施すること、北米におけるフロアマットの改善措置の対象として新

たに５車種を追加すること、および、日本、北米および欧州等においてプリウスなどの制動装置に関す

る改善措置を実施することを決定しました。 

  当第３四半期連結会計期間に合理的に見積計上した費用を除き、これらの改善措置などに伴う諸費用

や販売面の影響は不確実であり、現時点で合理的に見積もることは困難ですが、トヨタの財政状態、経

営成績およびキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 

  また、本件を含めこの他にも、トヨタに対して、製造物責任に関する請求を含む様々な訴訟、行政手

続や賠償請求が行われています。現時点では、これらの訴訟、行政手続や賠償請求に関連する責任の有

無およびそれらに伴う費用や損害賠償等の金額を判断することができませんが、トヨタの財政状態、経

営成績およびキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。 

  

欧州連合は加盟国に対し、各自動車メーカーが廃棄自動車の回収およびその後の解体とリサイクル費

用を負担する法令等を制定するよう指令しました。現時点では、特に自動車メーカーの責任および結果

として生じる費用負担に関し、それぞれの加盟国で制定される法令の実施面において、不確実性が存在

しています。トヨタは現時点で成立している法令に基づき、見積債務を計上しています。トヨタは、指

令を遵守することで重要な現金支出が必要になるとは考えていませんが、引き続き、将来の法令の制定

がトヨタの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに与える影響を評価しています。 

  

５  偶発債務
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トヨタは米国会計基準に基づき、公正価値をその測定に用いた情報によって以下の３つのレベルに分

類しています。 

  

レベル１ 

活発な市場における同一資産および負債の市場価格 

レベル２ 

活発な市場における類似資産および負債の市場価格、活発でない市場における同一または類似資産

および負債の市場価格、もしくは市場価格以外の観測可能な市場情報を基に測定された評価額 

レベル３ 

報告企業自身の仮定を使用した、観測不能な情報によって測定された評価額 

  

平成21年12月31日および平成21年３月31日現在において、トヨタが継続的に公正価値で測定している

資産および負債は次のとおりです。 

 
  

８  公正価値測定

 金額：百万円

 平成21年12月31日現在

 レベル１ レベル２ レベル３  合計

資産：   
  現金同等物 870,968 72,455 ―  943,423

  有価証券及び 
  その他の投資有価証券 

3,108,049 495,761 19,157  3,622,967

  デリバティブ金融商品 ― 487,243 18,160  505,403

    合計 3,979,017 1,055,459 37,317  5,071,793

   
負債：   
  デリバティブ金融商品 ― △  238,206 △   13,742  △  251,948

    合計 ― △  238,206 △   13,742  △  251,948

   
 金額：百万円

 平成21年３月31日現在

 レベル１ レベル２ レベル３  合計

資産：   

  現金同等物 1,473,407 115,339 ―  1,588,746
  有価証券及び 
  その他の投資有価証券 

2,273,294 187,236 19,581  2,480,111

  デリバティブ金融商品 ― 369,572 17,958  387,530

    合計 3,746,701 672,147 37,539  4,456,387

   
負債：   
  デリバティブ金融商品 ― △  427,109 △   23,692  △  450,801

    合計 ― △  427,109 △   23,692  △  450,801
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前へ 

上記の資産および負債の公正価値を測定するために用いた評価手法および主要な情報は次のとおりで

す。 

  

(1) 現金同等物 

現金同等物は、契約上の満期が３ヶ月以内である流動性の高い投資です。これらの投資は主に市場

価格により測定しています。 

  

(2) 有価証券及びその他の投資有価証券 

有価証券及びその他の投資有価証券は、負債証券と持分証券から構成されており、同一資産および

負債の市場価格、または類似資産および負債の市場価格を用いて測定しています。レベル３に分類さ

れた有価証券及びその他の投資有価証券には証券化取引の留保持分が含まれており、金利や損失の規

模などの仮定を用いて測定しています。 

  

(3) デリバティブ金融商品 

デリバティブ金融商品は、金利、為替レートなどの観測可能な市場情報および契約条項を利用した

標準的な評価手法を用いて測定しています。観測可能な市場情報を入手できない場合には、取引相手

から入手した価格やその他の市場情報により測定しています。また、倒産確率などを用い、取引相手

およびトヨタの信用リスクを考慮して測定しています。 

  

平成21年12月31日に終了した９ヶ月間および３ヶ月間において、レベル３に分類された、継続的に公

正価値で測定している資産および負債に重要な変動はありません。 

  

特定の資産および負債は非継続的に公正価値で測定されますが、平成21年12月31日に終了した９ヶ月

間および３ヶ月間において、非継続的に公正価値で測定された資産および負債に重要なものはありませ

ん。 
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平成21年２月12日

トヨタ自動車株式会社 

  取  締  役  会  御  中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているト

ヨタ自動車株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間 (平成20年10月１日から平成20年12月31日まで) 及び第３四半期連結累計期間 (平成20年４月１日から平

成20年12月31日まで) に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準 (四半期連結財務諸表注１、注２及び注３参照) に準拠して、トヨタ自動

車株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計

期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

 

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ら た 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    初    川    浩    司 

指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    山    本    房    弘 

指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    木    内    仁    志 

(注)  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 (四半期報告

書提出会社) が別途保管しております。 

 



  

平成22年２月12日

トヨタ自動車株式会社 

  取  締  役  会   御  中 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているト

ヨタ自動車株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期

間 (平成21年10月１日から平成21年12月31日まで) 及び第３四半期連結累計期間 (平成21年４月１日から平

成21年12月31日まで) に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算

書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、米国において一般に公正

妥当と認められる企業会計の基準 (四半期連結財務諸表注１、注２及び注３参照) に準拠して、トヨタ自動

車株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計

期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以  上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

あ ら た 監 査 法 人

指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    笹    山    勝    則 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    初    川    浩    司 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    山    本    房    弘 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士    西    川    浩    司 

(注) 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 (四半期報告

書提出会社) が別途保管しております。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年２月12日 

【会社名】 トヨタ自動車株式会社 

【英訳名】 TOYOTA MOTOR CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 取締役社長    豊  田  章  男 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 愛知県豊田市トヨタ町１番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 株式会社名古屋証券取引所 

   (名古屋市中区栄三丁目８番20号) 

 株式会社大阪証券取引所 

   (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 証券会員制法人福岡証券取引所 

   (福岡市中央区天神二丁目14番２号) 

 証券会員制法人札幌証券取引所 

   (札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１) 

  



当社取締役社長  豊田  章男は、当社の平成21年12月第３四半期 (自  平成21年10月１日  至  平成21

年12月31日) の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認し

ました。 

  

特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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